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序   文 
 

 メキシコにおいては、1980年代前半の債務危機の反省に基づき、デラマドリ（1982～1988）、サ

リーナス（1988～1994）前政権下において、これまでの国内産業保護政策（＝輸入代替産業の育

成）から、経済の自由化、市場開放による国内製造業の近代化政策に転換、対外的には1986年の

GATT加盟、1994年１月の北米自由貿易協定（NAFTA）発効、同年５月のOECD加盟といった政

策で具現化されてきています。 

 しかしながら、国内に目を移すと、多くの部品産業を中心とする中小企業（裾野産業）は多量に流

入してくる輸入(部)品との厳しい競争に耐え得るほどの競争力はなく、倒産や失業者の増大による社

会不安が助長され、メキシコ政府にとって中小企業の競争力の強化が喫緊の課題となっていました。 

 このような状況下、1994年12月に誕生したセディージョ政権は、サリーナス前政権が推進した

自由開放経済政策を基本的に踏襲する形で発足しましたが、前政権と異なり中小企業の振興を前

面に打ち出してきました。 

 こうした背景下、メキシコ政府はわが国に対し、ケレタロ州ケレタロ市に在する教育文化省科

学技術審議会傘下の産業技術開発センター（CIDESI）を実施機関として、その機能を拡充し、中

小企業の支援体制を強化することを目的とする「中小企業振興計画」の実施にかかるプロジェク

ト方式技術協力を要請してきました。 

 この要請を受け、わが国は、国際協力事業団を通じ、1997年２月に事前調査団、1997年７月に

長期調査員を派遣した後、1997年11月に実施協議調査団を派遣し、討議議事録（R／D）の署名を

行いました。 

 本プロジェクトは、同実施協議議事録に基づき、1998年２月１日より４年間を協力期間として、

材料試験（機械試験及び金属組織学ならびに化学分析）及び非破壊検査の分野において、まず専門

家がカウンターパートへの技術移転を行い、カウンターパートがその移転された技術をセミナー及

び研修コースならびに依頼試験、巡回指導、技術相談、情報サービスを通じてケレタロ州及びその

周辺企業に対して提供することにより、中小企業（裾野産業）振興に寄与することを目的として協

力を実施しています。 

 現在プロジェクト開始後約２年を経過したところですが、このたび、中間評価（モニタリング）

として、各分野における技術移転の進捗状況と課題を取りまとめるとともに、これを踏まえ、今

後の技術協力計画を協議・作成し、結果をミニッツに取りまとめ、署名・交換することを目的と

して2000年１月15日から１月26日まで巡回指導調査団を派遣しました。 

 本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。 

 ここに本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本及びメキシコ両国の関係各位に対し、深

甚の謝意を表するとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。 

 

 2000年１月 

 

                    国際協力事業団   
                 鉱工業開発協力部 

                   部長  林   典  伸 
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第１章 巡回指導調査団の派遣 
 

１－１ 要請の背景および経緯 

 メキシコにおいては、1980年代前半の債務危機の反省に基づき、デラマドリ（1982～1988）、サ

リーナス（1988～1994）前政権下において、これまでの国内産業保護政策（＝輸入代替産業の育

成）から、経済の自由化、市場開放による国内製造業の近代化政策に転換、対外的には1986年の

GATT加盟、1994年１月の北米自由貿易協定（NAFTA）発効、同年５月のOECD加盟といった政

策で具現化されてきている。 

 しかしながら、国内に目を移すと、多くの部品産業を中心とする中小企業（裾野産業）は多量

に流入してくる輸入（部）品との厳しい競争に耐え得るほどの競争力はなく、倒産や失業者の増

大による社会不安が助長され、メキシコ政府にとって中小企業の競争力の強化が喫緊の課題とな

っている。 

 このような状況下、1994年12月に誕生したセディージョ政権は、サリーナス前政権が推進した

自由開放経済政策を基本的に踏襲する形で発足したが、前政権と異なり中小企業の振興を前面に

打ち出してきた。 

 具体的には、1995年１月に発表された「緊急経済計画（AUSEE）」において「国家中小企業審

議会」を設立し、中小企業支援を強化することなどを、さらに1995年５月に発表された「国家開

発計画1995-2000（PND）」でAUSEEの方針を国家計画として追認してきている。 

 こうした背景下、わが国は、1995年２月、中米産業技術育成基礎調査を実施し、メキシコの中

小企業関係機関を訪問し、プロジェクト方式技術協力の紹介を実施するとともに、案件形成を実

施。同調査の報告において、首都から北東250kmのケレタロ州ケレタロ市にある教育文化省（SEP）

科学技術審議会（CONACYT）傘下の産業技術開発センター（CIDESI）を実施機関として協力を

実施することが提言された。 

 その後、1995年７月11日に上記基礎調査の提言を踏まえ、CIDESIの機能を拡充し、中小企業の

支援体制を強化することを目的として、メキシコ側から「中小企業振興計画」が正式要請された。 

 以上の要請を受け、わが国は、国際協力事業団（JICA）を通じ、1997年２月24日～３月12日の

間、事前調査団を派遣し、案件の妥当性を確認するとともに、プロジェクト方式技術協力による

協力の可能性を調査確認し、あわせて協力の基本的な枠組みを策定した。 

 その後、この事前調査結果によりプロジェクト実行可能性が確認されたことを受け、1997年７

月７日～８月８日の間、長期調査員を派遣し、わが国の協力体制を念頭に置いたうえで、協力内

容の詳細や機材の仕様など、投入の詳細について協議・確認した。 

 上記事前調査および長期調査の結果を踏まえ、1997年11月10日～11月21日の間、実施協議調査

団を派遣し、プロジェクト実施に際しての日本・メキシコ双方の責任分担を再確認するとともに、
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すでに作成済みの技術協力計画(TCP)、暫定実施計画(TSI)案およびPDM案について再検討し、か

つ、年次活動計画(APO)を作成することにより、具体的な技術協力内容およびその計画について

最終的に合意し、R／ Dおよびミニッツに取りまとめのうえ、11月17日に署名・交換を行った。 

 上記R/Dの署名・交換を踏まえ、本プロジェクトを円滑に立ち上げるため、また、プロジェク

トに必要となる機材の保守・管理面から現地調達が望ましいと考えられたため、できるだけ早い

時期および納期をもって必要機材の現地調達を実施すべく、1997年12月８日～12月16日の間、機

材計画調査員を派遣し、現地調達予定機材の現地調達手続き（発注）の促進業務を行った。 

以上の経緯を経て、本プロジェクト（ケレタロ州産業技術開発センター事業）は、1998年２月

１日より４年間を協力期間として、材料試験（機械試験および金属組織学ならびに化学分析）お

よび非破壊検査の分野において、まず専門家がカウンターパートへの技術移転を行い、カウンタ

ーパートがその移転された技術をセミナーおよび研修コースならびに依頼試験、巡回指導、技術

相談、情報サービスを通じてケレタロ州およびその周辺企業に対して提供することによって、中

小企業（裾野産業）振興に寄与することを目的として協力が開始されている。 

 

１－２ 調査団派遣の経緯と目的 

 専門家については、1998年２月19日のチーフアドバイザーおよび業務調整員の派遣を皮切りに

同年４月上旬までに３名の技術担当長期専門家が派遣され、供与機材についても、全機材の納入

および検収が完了し、同年９月21日には機材引渡し式、22日には記念セミナーが開催された。 

 1998年10月には、現地における広報、評価・モニタリングを含むプロジェクト運営管理体制の

構築状況を確認すること、PDMの見直しを含めたプロジェクト進捗管理表の取りあえずの確定作

業を行うこと、さらに1998年度年次活動計画の進捗を把握し、この活動から得られた教訓を踏ま

え、その後の活動計画を作成することを目的として、運営指導チームを派遣した。 

 その後、年次技術協力計画（ATCP）および年次活動計画（APO）を見直しつつ、おおむねこ

の計画に沿って技術移転は進められ、前半期のプロジェクト活動の主眼である専門家からカウン

ターパートへの依頼試験に関する技術移転はほぼ終了したところである。また、進捗状況確認の

ための定期モニタリングを実施するとともに、1999年９月には移転技術の普及と産・官・学のネ

ットワーク構築を目的とするプロジェクト支援委員会が設立された。 

 本調査団は、中間評価（モニタリング）として、各分野における技術移転の進捗状況と課題を

取りまとめるとともに、これを踏まえ、今後の技術協力計画を協議・作成し、結果をミニッツに

取りまとめ、署名・交換する。 
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１－３ 主要調査項目 

(1) 中間評価（モニタリング）の実施 

   1) CIDESIの現状 

   ① 事業戦略計画（2000～2004年） 

   ② 組織・人員体制 

   ③ 予算の仕組み 

   ④ 関係機関との関係 

   2) これまでの投入実績の確認 

     日 本 側：専門家派遣、研修員受入れ、機材供与、ローカルコスト支援 

     メキシコ側：予算措置、人員配置、ローカルコスト負担 

   3) 技術協力進捗状況の確認 

 

(2) プロジェクト後半の活動計画の作成 

   1) 計画管理諸表の確認・見直し 

   2) 今後の投入についての検討 

     日 本 側：専門家派遣、研修員受入れ、機材供与、ローカルコスト支援 

     メキシコ側：予算措置、人員配置、ローカルコスト負担 

 

(3) プロジェクト運営上の問題点等 
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１－４ 調査団構成 

氏名 分野 所属 

桑島 京子 
 

団長・総括 
 

国際協力事業団 鉱工業開発協力部 
鉱工業開発協力第一課課長 

斎藤  司 技術移転計画 高圧ガス保安協会情報調査部情報調査課課長 

木村 弘則 
 

協力企画 
 

国際協力事業団 鉱工業開発協力部 
鉱工業開発協力第一課 

 

１－５ 調査日程 

日順 月日（曜日） 日程 
  団長 技術移転計画、協力企画 
１ １月15日 (土) 

 
 

 8:35 サンホセ発（MX386） 
11:25 メキシコシティ着 
 
 

17:20 日本発（JL062） 
 9:50 ロサンゼルス着 
12:55 同発（MX901） 
18:30 メキシコシティ着 

２   16日 (日)  9:00 専門家との打合せ 
14:00 森島氏（商務・工業振興省産業振興局局長顧問）との面談 

３  17日 (月) 10:00 JICAメキシコ事務所打合せ 
12:30 在メキシコ日本国大使館表敬 
13:30 Kick-off Meeting（SRE、CONACYT、SECOFI、CIDESI）（場所：SRE） 
15:00 移動（メキシコシティ→ケレタロ） 

４ 18日 (火)  9:00 CIDESI表敬およびKick-off Meeting(参加者：所長､部長､カウンターパート､調査団､
専門家チ－ム) 

12:00 プロジェクト・サイト視察 
15:30 CIDESIとの協議（CIDESIの現状）（参加者：所長、部長、調査団、CA、PC） 
17:00 専門家チームとの打合せ（巡回指導体制） 
 9:00 CIDESIとの協議(巡回指導実施体制)(参加者:所長､部長､調査団､専門家チーム) 

団長、協力企画 技術移転計画 

５ 19日 (水) 

11:30 専門家チームとの打合せ（投入計画）（参加者：CA､PC）  
15:30 CIDESIとの協議 (PDM、評価・モニタリング)(参加

者：部長) 

11:30 技術専門家インタビュー 
15:30 カ ウ ン タ ー パ ー ト イン

タビュー 
６ 20日 (木)  9:00 CIDESIとの協議（APO、ATCP） 

11:00 市長表敬（参加者：調査団、CA、PC） 
14:00 州知事表敬（参加者：調査団、CA、PC） 
17:00 CIDESIとの協議（プロジェクト運営） 
17:30 プロジェクト・サイト視察（他のラボ） 

７ 21日 (金)  9:30 技術専門家インタビュー 
12:00 CIDESIとの全体協議（ミニッツ案作成） 
19:00 CIDESI 主催夕食会（参加者：CIDESI 幹部、プロジェクト支援委員会メンバー、調査

団、専門家チーム） 
８ 22日 (土) 10:00 プレス加工企業（PROCESOS CONTROLADOS社）視察 

12:00 CIDESIとの全体協議（ミニッツ案作成） 
16:00 技術専門家インタビュー 

９   23日 (日) ミニッツ案作成、資料整理 
10   24日 (月)  8:30 移動（ケレタロ→メキシコシティ） 

12:30 合同調整委員会、ミニッツ署名・交換（場所：JICAメキシコ事務所） 
11   25日 (火) 9:10 メキシコシティ発（JL011） 

12   26日 (水) 16:55 日本着 

SRE：外務省 
CONACYT：科学技術審議会 
SECOFI：商務・工業振興省 
CIDESI：産業技術開発センター 
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１－６ 主要面談者 

 (1) メキシコ側 

   1) 外務省（SRE） 

 Abel Abarca Ayala   Director General de Cooperacion 
      Tecnica y Cientifica 
      Instituto Mexicano de Cooperacion 
      Internacional 
 Efrain del Angel    Subdirector de Convenios y 
      Programas 
 Judith Garcia Hernandez   Coordinadora de los Programas de 

      Cooperacion con Japon y Estados 
      Unidos 
      Instituto de Cooperacion 
      Internacional 
 
   2) 商務・工業振興省（SECOFI） 
 Humberto Noguera Blanco   Subdirector de Estudios Sectoriales 
 
   3) 科学技術審議会（CONACYT） 
 Carlos O'farril Santibanez   Director de Coordinacion y Apoyo 
      Institucional 
 
   4) 産業技術開発センター（CIDESI） 
 Angel Ramirez Vazquez   Director General 
 Cirio Noguera Silva   Gerente de Gestion Tecnologica 
 Judit Rivera Montealvo   Gerente Administrativo 
 Joel Chaparro Gonzalez   Lider de la Unidad de Negocio de 
      Tecnologia de Materiales 
 Carlos Ramirez Baltazar   Encargado del Laboratorio de 
      Metalograf ia 
 Concepcion Obregon Zepeda  Encargada del Laboratorio de 
      Pruebas Mecanical 
 Rosalba Hernandez Rivera   Analista Quimica 
 
   5) ケレタロ州政府 
 Ing. Ignacio Loyola Vera   Gobernador Constitucional del Estado de 
      Queretaro 
 Lic. Francisco Garrido Patron  Presidente Municipal de Santiago de 
      Queretaro 
 Gerardo Perez Retana   Secretario de Accion Social 
 Raul Estrada Tsuru   Coordinador de Accion Social 
 Jaivier Anaya    Director del Instituto Munincipal de la Juventud 
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 (2) 日本側 

   1) 在メキシコ日本国大使館 

 富吉 賢一    一等書記官 

 

   2) JICAメキシコ事務所 

 山口 三郎    所長 

 桜井 英充    次長 

 藤井敬太郎    所員 

 Daniel Gonzalez Gonzales   ローカルスタッフ 

 

   3) 森島 節朗    商務・工業振興省産業振興局局長顧問 

 

   4) 通訳 

 都留小百合 

 

   5) ケレタロ州産業技術開発センター事業専門家 

 千坂 平通   チーフアドバイザー 

 加藤  進   チーフアドバイザー（後任） 

 遠藤 又一   業務調整 

 塚原  宏   材料試験（機械試験および金属組織学）長期専門家 

 瀬野 英夫   材料試験（化学分析）長期専門家 

 秋山 武彦   非破壊検査長期専門家 

 

１－７ 主要面談録 

 森島氏（商務・工業振興省産業振興局局長顧問）との面談 

 日 時：2000年１月16日（日）14：00～16：00 

 面談者：森島 節朗  商務・工業振興省産業振興局局長顧問 

 当 方：調査団全員 

  千坂リーダー、加藤リーダー、遠藤調整員 

 CIDESI製造部を対象部門とした開発調査「要素技術移転計画調査」において、巡回指導のモデ

ル企業選定などに携わった森島氏と、本プロジェクトの後半期における主要な活動となる中小企

業への巡回指導などについて意見交換を行い、同氏から以下のコメントがあった。 

●  開発調査は、製造部門の12名程度のカウンターパートを対象に技術移転を行い、その結果、生
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産技術（プレス加工）については２名程度、生産管理については２名程度のカウンターパート

が後進を育成できるレベルに達している。 

●  CIDESIは、従来の製造部門をプレスおよび金属加工ユニットに改編し、プレス金型の設計・試

作事業を展開したいとの計画を持っているが、２～３年は間口を広げずに現在の事業分野でノ

ウハウを蓄積し、その間に人材育成を図ることが重要だと思われる。 

●  プレス金型の設計・試作事業の展開は方向性としては正しいが、現時点では所有機材・技術と

も不足していることは否めない。 

●  開発調査での巡回指導の経験から、本プロジェクトの巡回指導において実施しようとしている

材料分析の企業指導に対するニーズはあると思われるが、一般にコンサルティングに対する中

小企業の認識は低いので、CIDESIはみずからの実力をわきまえたうえで効果的なマーケティン

グを行う必要がある。巡回指導のモデル企業を選定する際には、開発調査のカウンターパート

〔製造部門（現プレスおよび金属加工ユニット）〕が多くの情報を持っているので、プレスお

よび金属加工部門に残っているカウンターパートが少ないという問題はあるものの、積極的に

連携を図っていくことが重要であろう。 

 

 在メキシコ日本国大使館表敬 

 日 時：2000年１月17日（月）12：30～13：00 

 面談者：富吉 賢一  一等書記官 

 当 方：調査団全員 

  千坂リーダー、加藤リーダー、遠藤調整員 

  藤井所員 

 調査団長より、プロジェクト前半期の技術移転は順調に進捗しており、今次調査では後半期の

主要な活動となる中小企業への巡回指導体制について協議し、これを踏まえて今後の技術協力計

画を作成したい旨、説明し、意見交換を行った。富吉一等書記官からは以下のコメントがあった。 

●  開発調査「要素技術移転計画調査」により、CIDESIの製造部門（現プレスおよび金属加工ユニ

ット）には企業指導ノウハウが蓄積され、企業指導能力が高まったと考えられるので、CIDESI

所長に働きかけ、ぜひ本プロジェクトの対象部門との組織間連携を図ってほしい。 

●  CIDESIなどの公的機関による中小企業に対する技術支援への金融支援としては、企業や機関に

対する補助金、低利融資などがあり、融資機関としてはNAFIN（メキシコ国立開発銀行）、

BANCOMEXT（メキシコ国立貿易銀行）がある。NAFINに対しては、1995年に旧日本輸出入銀

行がアンタイドローンを実施し、その資金がまだ残っており、NAFINとしても融資先を探して

いるはずであり、モデル企業との契約に際しての支援獲得などこうした融資機関との連携強化

が重要となろう。 
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● メキシコ国内における金型産業育成は重要な課題であり、開発調査および本プロジェクトの実

施機関であるCIDESIにおいて、プレス金型技術にかかわる新規プロジェクトを立ち上げること

ができれば理想的である。 

 上記３点目に関し、調査団長より、現行のプロジェクトが成功裏に終了し、移転技術の定着・

自立発展性を見届けたうえで新規案件の検討を行うことが妥当と考えられること、またプレス

金型分野については、これまでプロジェクトを実施した経験がなく、長期専門家のリクルート

が難しいと考えられる旨、コメントした。 

 

 Kick-off Meeting 

 日 時：2000年１月17日（月）13：30～14：30 

 場 所：外務省（SRE） 

 先 方：Efrain del Angel   Subdirector de Convenios y Programas, SRE 

  Judith Garcia Hernandez  Coordinadora de los Programas de 
      Cooperacion con Japon y Estados Unidos 

      Instituto de Cooperacion Internacional,SRE 
  Humberto Noguera Blanco  Subdirector de Estudios Sectoriales, SECOFI 

  Carlos O'farril Santibanez  Director de Coordinacion y Apoyo 
      Institucional, CONACYT 

  Angel Ramirez Vazquez  Director General, CIDESI 

  Cirio Noguera Silva  Gerente de Gestion Tecnologica, CIDESI 

 

 当 方：調査団全員 

  千坂リーダー、加藤リーダー、遠藤調整員 

  藤井所員 

 外務省（SRE）Efrain氏より、本プロジェクトへの日本側の協力に感謝するとともに、本プロジ

ェクトはケレタロ州のみならず周辺の州にとっても中小企業への技術支援を行うという意味で重

要であると考えている旨、発言があった。 

 調査団長より、今次調査団の目的を説明するとともに、合同調整委員会主導による現地モニタ

リング体制が整えられていることに対し感謝の意を述べた。また、CIDESIの法的組織形態変更と

それに伴う組織改編に関し、CIDESIの裁量権が拡大するのは好ましいと考えられる一方で、自己

収入増加への寄与が小さい部門の縮小や大企業支援への偏向など、中小企業支援という本プロジ

ェクトのコンセプトに影響を与えることが懸念される旨、発言した。 

 これに対し、Ramirez CIDESI所長より、CONACYT会長が最近あらためて中小企業支援の強化を

表明するなど、指摘された点に関しては心配はなく、むしろ法的組織形態の変更はサービスの向

上に寄与すると考えている旨、発言があり、さらに外務省Efrain氏から、プロジェクトの成功はメ
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キシコ政府が推進する中小企業振興に寄与するものであり、最大限のプロジェクトへの支援をコ

ミットするとの発言があった。 

 科学技術審議会（CONACYT）O'farril氏からは、本プロジェクトの成果には大きな関心を寄せ

ており、他のCONACYT傘下の機関にも成果の普及を図っていきたい旨、発言があった。 

 

 ケレタロ市長表敬 

 日 時：2000年１月20日（木）11：00～11：30 

 先 方：Lic. Francisco Garrido Patron Presidente Municipal de Santiago de 
      Queretaro 

  Gerardo Perez Retana  Secretario de Accion Social 
  Raul Estrada Tsuru  Coordinador de Accion Social 
  Jaivier Anaya   Director del Instituto Munincipal de la Juventud 

 

 当 方：調査団全員 

  千坂リーダー、加藤リーダー、遠藤調整員 

 Garridoケレタロ市長より、本プロジェクトへの日本側の協力に感謝するとともに、本プロジェ

クトに対してはできるだけの支援をしたいとの発言があった。これに対し、調査団長より本プロ

ジェクトのモデル企業としてケレタロ市内の中小企業を選定する際の助言・支持をお願いしたい

旨、発言した。 

 また、Perezケレタロ市役所社会活動局長より、民芸品、固形廃棄物、街の景観作り、スポーツ

などの分野において、シニア海外ボランティアスキームに対する関心を持っているとの発言があ

り、これに対し、調査団長より、ボランティアとして登録されている人のなかに要望内容と合う

人がいるかという問題があるが、まずはJICAメキシコ事務所と相談してほしい旨、回答した。 

 

 ケレタロ州知事表敬 

 日 時：2000年１月20日（木）14：00～14：30 

 先 方：Ing. Ignacio Loyola Vera  Gobernador Constitucional del Estado de 

      Queretaro 

 当 方：調査団全員 

  千坂リーダー、加藤リーダー、遠藤調整員 

 Loyolaケレタロ州知事より、本プロジェクトへの日本側の協力に感謝するとともに、ケレタロ

州の中小企業に対する本プロジェクトの貢献を期待しているとの発言があった。 
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 合同調整委員会 

 日 時：2000年１月24日（月）12：30～14：00 

 場 所：JICAメキシコ事務所 

 先 方：Abel Abarca Ayala  Director General de Cooperacion 
      Tecnica y Cientifica 
      Secretaria de Relaciones Exteriores, SRE 
  Efrain del Angel   Subdirector de Convenios y Programas, SRE 
  Humberto Noguera Blanco  Subdirector de Estudios Sectoriales, SECOFI 

  Carlos O'farril Santibanez  Director de Coordinacion y Apoyo 
      Institucional, CONACYT 
  Angel Ramirez Vazquez  Director General, CIDESI 
  Cirio Noguera Silva  Gerente de Gestion Tecnologica, CIDESI 
  Joel Chaparro Gonzalez  Lider de la Unidad de Negocio de 

      Tecnologia de Materiales 

 当 方：調査団全員 

  千坂リーダー、加藤リーダー、遠藤調整員 

  山口所長、藤井所員 

オブザーバー：森島 節朗  商務・工業振興省産業振興局局長顧問 

［概要］ 

 Ramirez所長を進行役として、ミニッツの内容の確認、意見交換を行い、引き続きミニッツの署

名・交換を行った。主な発言は以下のとおり。 

●  CIDESIの法的組織形態の変更は、プロジェクトにとっても、CIDESIの裁量権が増すことからプ

ラスに働くと考えている（Abarca外務省科学技術協力局局長）。 

●  これまでのプロジェクト活動によりCIDESIが提供するサービスが増えたことをうれしく思う。

今後は開発調査の対象となった部門との連携を積極的に進めるとともにカウンターパートの

増員を図りたい。また、プロジェクト管理の重要性に対する認識がCIDESI内に浸透したことも

大きく、将来的にISO9001も取得したいと考えている。 

 一方、いかに中小企業に対する巡回指導を行っていくかが今後の課題となるが、関係機関、お

よびケレタロ州知事・ケレタロ市長らの支援も得られているので、問題はないと考えている

（Ramirez所長）。 
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第２章 調査結果の要約 
 

２－１ 中間評価の実施 

 (1) CIDESIの現状の確認 

 1999年５月の大統領令により、CIDESIはそれまでの教育省の外局機関としての位置づけか

ら、公共分権機関へと法的組織形態が変更され、それに伴い、自己収入の使途、テクニカル

スタッフへのインセンティブの適用、資産保有、国内／国際レベルでのプロジェクト実施の

オーソライズといった点で、より大きな裁量権を得ることとなった。 

 上記法的組織形態を受け、CONACYTによる傘下の機関に対する独立採算性確保を推進す

る政策、公的資金の効率的な運用に対する社会的な要請、産業界からのより高度なサービス

に対するニーズを背景として、CIDESIは事業戦略計画（2000-2004）を策定し、今年より実

行に移されている。 

 組織的にはそれまでの所長のもとに４技術部門（および１アドミ部門）を配置した体制を、

所長のもとに１技術管理部門（および１アドミ部門）を配置し、この技術管理部門がCIDESI

の事業分野ごとに設けられた６Business Unitを統括する体制とし、Business Unit間の協業を促

し、産業界が抱える問題に包括的に取り組めることをねらいとしている。本組織再編に伴い

人員の再配置が行われた。本プロジェクトに関しては、プロジェクトマネージャーであった

材料技術部長が技術管理部長となり、非破壊検査課長が材料技術Business Unitのマネージャ

ーとなったが、基本的にはカウンターパートの異動はなく、組織改編後間もないこともあり、

プロジェクト活動に特に大きな変化はみられていない。 

 一方、財務的には2000年度より政府補助金が毎年10％ずつ削減されることとなり（法律に

よるものではなく、CONACYTと傘下の機関との合意に基づく）、CIDESIとしては自己収入を

増加させる必要があり、継続的なマーケティングの必要性が強調され（現在各Busines Unit

の対象事業分野の市場調査をコンサルタントを用いて２月をめどに行っている）、さらに、

技術系職員に対しては成果に応じた昇給システムを導入しつつある。 

 

(2) 投入実績の確認 

 プロジェクト開始からこれまでの日本側、メキシコ側の投入実績を確認した。 

 

(3) 評価５項目に基づく中間評価の実施 

 PDM上の指標データの入手・整理・分析を通じ、プロジェクトの第１段階であるカウンタ

ーパートに対するラボ内における技術移転は着実に進捗し終了する見込みであることを確

認した。 
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 評価５項目による評価内容の詳細については、資料１「ミニッツ」Annex 10を参照。 

 (4) 既存の計画管理諸表の確認・見直し 

 中間評価に際しては、現実に入手可能なPDMの指標を検討するとともに中小企業支援重視

というプロジェクトのコンセプトが明確となるように指標を修正し、PDMの見直しを行った。

 また、下記の後半期の協力体制についての協議結果を踏まえ、技術協力計画（TCP）、活動

計画（PO）および暫定実施計画（TSI）の見直しを行い、2000年度の年次技術協力計画（ATCP）、

年次活動計画（APO）についても作成し、ミニッツに添付した。 

 

２－２ 今後の協力計画の作成 

 (1) 中小企業への巡回指導体制 

 中間評価の結果として、プロジェクト目標の達成のためには、今後中小企業への巡回指導

でのオンザジョブ・トレーニング（OJT） が非常に重要であることが指摘され、そのコンセプ

ト・内容を以下のとおり確認し、ミニッツに記載した。 

［目 的］ 材料試験ラボカウンターパートの中小企業に対するコンサルティング能力の向上

および技術移転対象モデル企業の不良品／プロセスの改善 

［モデル企業の選定］ 

 対象業種：プレス加工（ただし、周辺技術として、溶接、鋳物、熱処理に対する指導も、

必要に応じ対象とする） 

 選定方法：以下の対象企業から専門家と相談の上５社程度を選定する。 

 ・本プロジェクトのモデル企業 

 ・開発調査“要素技術移転”におけるモデル企業 

 ・CIDESIがこれから企業診断を実施しようとしている企業 

 選定基準：・経営者が技術改善に意欲を持っている企業 

 ・コンサルティングに対して窓口となるスタッフを配置できる企業 

 ・コンサルティングを受け入れる体制が整っている企業 

 ・CIDESIの近くに位置する企業 

［実施方法］ 

 チーム編成：材料試験、プレス加工／プレス機械の分野における、日本人専門家とカウン

ターパート の チームを編成する。 

 技 術 移 転：巡回指導の事前・事後において、カウンターパートに対するワークショップ

形式での技術移転を行う。 

 セ ミ ナ ー：企業に対する改善提案についてのセミナーを実施する。 
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 また、OJTの円滑な実施にあたっては、開発調査での経験を生かし、そのためにも開発調

査での対象部門であった現Presswork & Metal Forming Business Unit（プレスおよび金属加工ユ

ニット）を積極的に巻き込む必要があることを確認した。 

 

 (2) 今後の投入計画の検討（1999年度第４四半期および2000年度） 

 上記技術協力計画の進捗状況、巡回指導の実施体制に関する協議結果を踏まえ、以下のと

おり、メキシコ側と協議・確認し、ミニッツに記載・添付した。 

   1) 日本側 

   ① 専門家派遣 

     長期：1999年度帰任 

  ・チーフアドバイザー 

     千坂 平通（2000/1/29まで） 

  ・材料試験（機械試験） 

     塚原  宏（2000/3/15まで） 

  ・材料試験（化学分析） 

     瀬野 英夫（2000/3/15まで） 

  ・非破壊検査 

     秋山 武彦（2000/4/12まで） 

  2000年度 

  ・チーフアドバイザー 

     加藤  進（2000/1/10－2002/1/31） 

  ・業務調整 

     遠藤 又一（1998/2/19－2002/1/31） 

  ・材料試験・プレス加工 

     平坂 正人（2000年5月－2002/1/31） 

〔材料試験（化学分析）については、予定どおり1999年度で技術移転を終了した。

また、非破壊検査については、試験検査に必要な技術移転をほぼ終了したため、

2000年度はカウンターパート研修および短期専門家で対応する〕 

     短期：1999年度 

  ・非破壊検査最新技術（2000/1/24－2000/3/8） 

  ・非破壊検査自主基準の制定（2000年２－３月、塚原専門家の在任中） 

  2000年度 

  ・蛍光X線分析 （2000年６月、１カ月） 
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  ・渦流探傷検査 （2000年６月、３カ月） 

  ・破壊力学   （2000年８月、３週間） 

  ・溶接技術の応用(2001年１月、２カ月) 

  ・プレス加工  （2000年９月、３カ月、巡回指導を担当する） 

  ・LPGタンクローリー使用中検査基準の制定（1999年度派遣短期専門家の指導 

                       結果を踏まえて検討する） 

   ② カウンターパート研修 

  ・金属材料組織試験技術  （2000年９月、1.5カ月） 

  ・非破壊検査（渦流探傷検査） （2000年９月、1.5カ月） 

  ・非破壊検査（目視検査） （2000年９月、1.5カ月） 

   ③ 機材供与 

 メキシコ側から総額４万USドル程度の追加機材の要望があり、必要性を確認のうえ、

持ち帰り検討することとした。 

 

   2) メキシコ側 

 現在欠員となっている材料試験ラボの２名のカウンターパートを巡回指導が開始され

る前に補充するよう、またそのうち１名は現在需要が高まっている電子顕微鏡を用いた試

験に対応するため金属組織ラボに配置するようメキシコ側に申し入れ、現在CIDESIにより

選考中であることを確認した。 

 

２－３ その他 

 (1) 終了時評価調査を2001年の11月をめどに実施することを確認し、ミニッツに記載した。 

 (2) 調査期間中、イグナシオ ロヨラ・ケレタロ州知事およびフランシスコ ガリド・ケレタロ

市長を表敬訪問した。 

 (3) プレス加工企業であるPROCESOS CONTROLADOS（従業員27名、うち製造ラインオペレ

ータ18名、売上高60～65万ペソ、納入先約14社）を視察した。 
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第３章 調査・協議事項 
 

調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
１中間評価(モニタリン
グ）の実施 

   

(1) 中間評価（モニタリ
ング）の目的と主旨
の理解 

 
 
 
 
 
 
 

・プロジェクト開始後、２年が経過している
ことから、以下を目的として中間評価（モ
ニタリング）を実施する必要がある。 
「これまでのプロジェクト活動の成果を
的確に把握するとともに、これを踏まえ
てプロジェクト目標の達成に向けて今
後どのような活動、投入が必要なのかを
見極め、後半期の活動計画を策定する。」 
 

・左記中間評価（モニタリ
ング）の目的について理
解を得る。 

・終了時評価の際に最終的
に評価を行う視点である
評価５項目について再度
説明し、理解を得る。 

 
 
 

・左記について理解を得、
ミニッツに記載した。 

 
 
・左記を再確認し、また終
了時評価を2001年11月を
めどに実施することを説
明し、理解を得、ミニッ
ツに記載した。 

 
(2) 既存の計画管理表
の確認・見直し 

 ・以下の計画管理表をもと
に中間評価（モニタリン
グ）を行っていくことを
確認する。 

 

・左記についてメキシコ側
に説明し、理解を得た。 

 ア PDM ・1998年10月の運営指導時に見直しが行わ
れ、その後の定期モニタリングにおいて 
用いられている。 

・各指標がプロジェクト目
標および成果が達成され
た状態を表すうえで妥当
かどうかを確認し、必要
に応じ見直しを行い、ミ
ニッツに添付する。 

・左記に基づき、以下のと
おりPDMの指標などの見
直しを行い、ミニッツに
添付した（Annex 11）。 

 
（上位目標の指標） 
指標 3 
中小企業に対する技術支
援全般を表す用語として
「technical support」を用
い、中小企業に対する巡
回 指 導 は 「 extension 
service」  を 用いることを
再確認し、PDMの指標に
反映させた。 

(プロジェクト目標の指標) 
指標 1 
中小企業支援重視という
プロジェクトのコンセプ
トが明確となるように、
「industries」を「small and 
medium scale industries 

(SME)」とした。 
指標 2 
指標1と同様の考えによ
り「technical services」を
「technical services for 
SME」とした。 

指標 3 
指標として「No. of products 
improved 」 を入手するの
は困難が伴うと考えら
れることから、現実的
に入手可能な「No. of 

recommendations made for 
SME」とした。 
 

(成果の指標） 
指標 4-2 
中小企業などからの電話
対応も含む「technical 
guidance」は指標としては
入手困難であることから
削除した。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
イ 技術協力計画

(TCP）および活
動計画（PO） 

・1998年10月の運営指導時に見直しが行わ
れている。 

・後半期の協力体制につい
ての協議結果を踏まえ、
必要に応じて見直しを行
う。 

・上記 PDM の見直しの内
容を踏まえ、見直しを行
い、ミニッツに添付した｡ 
TCPについては、 
「Type of Services 
Extended through OJT」 
において、「Technical 
Support」を「Extension 
Service」に変更した。 
(上記 1(2)ア参照） 

 
 ウ 年次活動計画

(APO） 
・1998年10月の運営指導時に1999年度APO
が策定されている。 

 
 
・また、2000年度についてもプロジェクト
によりAPO案が作成されている。 
(定期業務報告書（第８回）) 
 

・現時点までの実績を確認
するとともに、残りの期
間について、必要に応じ
て見直しを行う。 

・2000年度APO案を協議・
策定し、ミニッツに添付
する。 

・左記を確認するとともに、
1999年度APOを確定し、ミ
ニッツに添付した。 
・2000年度APO案を協議・
作成し、ミニッツに添付し
た。 

 エ 年次技術協力 
(ATCP） 

・1998年10月の運営指導時に導入され、そ
の後進捗管理に活用されている。 
2000年度については、作成されていない。 

・2000年度ATCP案を協議し
ミニッツに添付する。 

・後半期の協力体制に関す
る協議結果を踏まえ、
2000年度ATC案を作成
し、ミニッツに添付し
た。 

 
 オ 暫定実施計画 

(TSI） 
・実施協議時に策定されたTSIは、1998年10
月の運営指導時に見直されている。  

・現時点までの実績を確認
するとともに、必要に応
じて見直しを行う。 

・後半期の専門家派遣計画
に関する協議結果を踏ま
え、見直しを行い、ミニ
ッツに添付した。 

 
 カ 進捗管理に用い

るその他のフォ
ーマット 

 

・現在までに以下のフォーマットがプロジ
ェクトにより作成済み、または準備中で
ある。 
 
・ケレタロ州および周辺の中小企業リスト 
・産官学研究機関リスト 
・ケレタロ州および周辺の中小企業の技術
力モニタリングシート 

・カウンターパートの技術力モニタリング
シート 

・企業訪問記録 
・プロジェクトで実施される各種技術サー
ビスの記録 

・写真付き機材維持管理台帳 
・研修コースおよびセミナー参加者へのア
ンケート 

・プロジェクトにより実施される研修コー
スおよびセミナー以外のサービスを利
用する組織ならびに関係者に対するア
ンケート 

・左記の導入・活用状況を
確認する。 

・ケレタロ州および周辺の
中小企業リストに関連
し、多様な観点からデー
タの検索が可能な企業デ
ータベースの必要性を指
摘するとともに、右デー
タベース作成を提案し、
同意を得、ミニッツに記
載した。 
産官学研究機関リストは
未整備であったため、作
成するよう依頼した。 
中小企業の技術力モニタ
リングシートは、準備さ
れているものの、巡回指
導がまだ本格化していな
いこともあり、活用され
てはいなかった。 
カウンターパートの技術
力モニタリングシートは
整備されており、ミニッ
ツに添付した。 
その他のものについても
整備されており、試験サ
ービスの利用者に対する
アンケート結果について
はミニッツに添付した。 

 
(3) モニタリング・評価

計画書 
・1998年10月の運営指導時にﾄﾞラフトが作
成され、その後プロジェクトより最終版と
して提出されている。 

・モニタリング・評価の実
施体制およびスケジュー
ルを確認するとともに、
必要に応じて見直しを行
う。 

・左記を確認した。 
終了時評価の実施時期
については、上記１(1)の
とおり。 
また、評価グリッドにつ
いては、本中間評価の結
果も踏まえ見直しを依頼
した。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
(4) 実績表の整理 ・1998年10月の運営指導、1999年10月に実

施された定期モニタリングにおいて、以下
の表が作成されている。 
・専門家派遣実績表 
・研修員受入実績表 
・機材供与実績表 
・カウンターパート配置一覧表 
・調査団派遣実績表 
 

・左記諸表のデータのアッ
プデートを行い、ミニッ
ツに添付する。 

・左記諸表のデータのアッ
プデートを行い、ミニッ
ツに添付した。 

２ プロジェクトの進
捗状況 

(1) TSIの進捗状況 

 
 
・これまでの実績は次のとおり。  
 
 

 
 
・実績を確認し、結果をミ
ニッツに添付する。  

 

 
 
・実績を確認し、結果をミ
ニッツに添付した。 

 ア 日本側 
 (ア) 専門家派遣 
    a 長期 

 
 
・チーフアドバイザー 

千坂 平通(1998/7/10-2000/1/29) 
・業務調整員 
    遠藤 又一(1998/2/19-2000/2/18) 
・材料試験（機械試験および金属組織学） 
    塚原  宏(1998/3/16-2000/3/15) 
・材料試験（化学分析） 
    瀬野 英夫(1998/3/16-2000/3/15) 
・非破壊検査 
    秋山 武彦(1998/4/13-2000/4/12) 
 

 
 
・実績を確認し、ミニッツ
に添付する。 

 
 
・実績表に取りまとめ、ミ
ニッツに添付した。 

 

    b 短期 （1998 年度実績）             
・電子顕微鏡操作および波面解析 
   菅野  裕(1998/7/27-1998/9/5) 
・破壊力学 
   石川 圭介(1998/9/18-1998/9/25) 
・小型材料試験機 
   平坂 正人(1999/1/28-1999/3/27) 
・湿式化学分析 
   坂尾 登治(1999/2/18-1999/3/17) 
 
（1999 年度実績） 
・渦流探傷試験器の操作技術 
  河島  正(1999/8/9-1999/9/22) 
・溶接技術管理に伴う試験技術指導 
  佐々木邦俊(1999/8/23-1999/10/20) 
・走査型電子顕微鏡による最新解析技術 
  藤谷  洋(1999/8/5-1999/8/25) 
・湿式化学分析 
  永本 浩之(1999/9/9-1999/10/30) 
 

・実績を確認し、ミニッツ
に添付する。 

・実績表に取りまとめ、ミ
ニッツに添付した。 

 

  (イ) 研修員受入れ ・研修員帰国後、報告会が開催されている
旨、プロジェクトから報告を受けている。 

 

・左記を確認し、さらにそ
の後の他 の カウンターパ
ートへの技術移転状況に
ついて聴取する。 
・研修内容について要望が
あれば聴取する。 

・研修内容については、お
おむね満足しているとの
回答が得られた。 
日本研修への参加はモチ
ベーションの向上という
効果が大きいことがわか
った。一方、企業での研
修、企業見学にもっと時
間を割いてほしいとの要
望が出た。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
  (イ) 研修員受入 

(続き） 
（1997 年度実績）  
・プロジェクト運営管理 
  Angel Ramirez Vazques 
  (1998/1/18-1998/2/6) 
・プロジェクト運営管理 
  Noguera Silva Ciliro 
  (1998/1/18-1998/2/6) 
（1998 年度実績） 
・金属組織 
  Carlos Ramirez Baltazar 
  (1998/11/9-1998/12/8) 
・化学分析 
  Estera Gonzalez Caballero 
  (1998/11/9-1998/12/8) 
・非破壊検査 
  Jaime Gonzalez Silva 
  (1998/11/9-1998/12/8) 
・プロジェクト運営管理 
  Judit Rivera Monteavo 
  (1999/3/1-1999/3/20) 
（1999 年度実績） 
・機械試験 
  C.O.Zepeta 
  (1999/9/20-1999/10/31) 
・化学分析 
  R.H.Rivera 
  (1999/9/20-1999/10/31) 
・非破壊検査 
  S.G.Miranda 
  (1999/9/20-1999/10/31) 
 

・実績を確認し、ミニッツ 
に添付する。 

・実績表に取りまとめ、ミ
ニッツに添付した。 

  (ウ) 機材供与 ・1997年度実績： 1億7317万7000円  
・1998年度実績：   1351万4000円 

・左記を確認し、ミニッツ
に記載する。 

・機材管理台帳に基づいた
機材の維持管理がなされ
ているかどうか確認する。 
・稼働状況、メンテナンス
について確認する。 

・実績表に取りまとめ、ミ
ニッツに添付した。 

・左記を確認した。 
 
 
・ 稼働状況はロックウェル
硬度計を除き、問題はな
かった。ロックウェル硬
度計については、初回キ
ャリブレーション時に
問題があり、現在メーカ
ーと交渉を行っている。 
また、メンテナンスは適
切に行われていること
を確認し、「Maintence and 

Calibration Program」をミ
ニッツに添付した。 

 
  (エ) 現地業務費 ・1997年度実績：       42万6000円 

・1998年度実績：      275万5000円 
・現地業務費の執行管理状
況を帳簿などにより確認
する。 
 

・左記を確認した。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
 イ メキシコ側 
  (ア) 組織 

 
・CIDESIは1984年に教育省の外局機関として
設立されたが、教育省の一付属機関として
はその活動における自由裁量権がなく、特
に予算の適用範囲の制約を教育省から受
けているため、不自由な活動を強いられて
きた。その不自由さを克服するため、1990
年にCIDESIの法的組織形態を外局機関よ
り公共分権機関へと変更する申請を行っ
ていたが、ようやく国会での審議が終わ
り、1999年5月の官報に法的組織形態の変
更に関する政令が掲載された。 
これによりCIDESIは、予算面、雇用面にお
けるいっそうの裁量権を得ることとった。 

 
・当変更がプロジェクト運
営管理体制も含め、プロジ
ェクトに与える影響を確
認し、必要に応じてミニ
ッツに記載する。 
 
 
 
 
 

 
・左記のCIDESIの法的組織
改編により、自己収入の
使途、テクニカルスタッ
フへのインセンティブ
体系の導入、資産の保
有、国内・国際レベルで
のプロジェクト実施の
オーソライズといった
点でより大きな裁量権
を得ることとなったこ
とを確認し、ミニッツに
記載した。 
スタッフへのインセン
ティブに関連し、1999年
7月にはCIDESIの上部機
関であるCONACYTの予
算を用いて、管理職以上
の職員について40％の
給与引き上げが実施さ
れたとの説明があり、そ
の旨、ミニッツに記載し
た。 

 
 ・1999年8月にCIDESIの運営評議委員会にお

いて2000年から2004年までの５年間の事
業戦略計画が発表された。 
これによると、メキシコの公共機関の独立
採算性確保を推進する政策を背景として、
CIDESIの独立採算的組織運営を全面的に
打ち出してきている。同計画においては自
己収入目標を毎年50％ずつ増加させると
ともに、政府の補助金は2000年度より、毎
年10％ずつ減額となる予定である旨、プロ
ジェクトより報告を受けている。 

・事業戦略計画の詳細を確
認し、プロジェクトに与
える影響とそれへの対応
を協議・確認し、必要に
応じてミニッツに記載す
る。 

・CIDESI側より、左記事業
戦略計画は、上記法的組
織形態改編を受け、
CONACYTによる傘下の
機関に対する独立採算
性確保を推進する政策、
公的資金の効率的な運
用に対する社会的な要
請、産業界からのより高
度なサービスに対する
ニーズを背景として策
定したのものであり、
2000年より実行に移し
ているとの説明があり、
その旨、ミニッツに記載
するとともに、関連資料
を収集した。 

・組織的には、それまでの、
所長のもとに4技術部門
(および1アドミ部門)を
配置した体制を、所長の
もとに1技術管理部門（お
よび1アドミ部門）を配置
し、この技術管理部門が
CIDESIの事業分野ごとに
設けられた6ビジネスユ
ニットを統括する体制と
し、ビジネスユニット間
の協業を促し、産業界が
抱える問題に包括的に取
り組めるようになること
をねらいとしている。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 

  (ア) 組織 
    (続き) 

  ・本組織再編に伴い、人員
の再配置も行われ、本プ
ロジェクトに関しては、
プロジェクトマネージ
ャーであった材料技術
部長が技術管理部長と
なり、非破壊検査課長が
材料技術ビジネスユニ
ットのマネージャーと
なったが、その他のカウ
ンターパートの異動は
なく、組織再編後間もな
いこともあり、現時点で
は、プロジェクト活動に
特に変化はみられてい
ない。 

・CIDESIの新しい組織図を
ミニッツに添付した。 
・また、財務的には左記の
とおり2000年度より政府
補助金が毎年10％ずつ削
減される（CONACYTと傘
下の機関との合意に基づ
くものであるが、法律に
よるものではない）との
説明がなされ、その旨ミ
ニッツに記載したが、調
査中にCIDESIより提出さ
れた資料によれば、2000
年度の政府補助金は1999
年度に比べむしろ増加し
ており、時間的な制約か
ら、その背景を確認する
ことができなかったた
め、プロジェクトに対し
てこれらの背景・状況を
確認するよう依頼した。 
・CIDESIとしては、自己収
入を増加させる必要があ
り、技術系職員に対して
は成果に応じた昇給シス
テムを導入しつつあり、
また、市場調査などマー
ケティングにも力を入れ
はじめている。 
これに対し、中小企業支
援というプロジェクト
のコンセプトをあらた
めて強調するとともに、
収入増の見込める大企
業支援への偏向や（公共
的な役割を担っている
にもかかわらず）自己収
入増への寄与が少ない
部門の取扱いに対する
懸念を伝えたところ、
CIDESI側からは中小企
業支援の重要性は変わ
らないことが強調され、
また、内部に各ビジネス
ユニットから代表を集
めた技術委員会を設置
し、職員の公正な評価体
系を検討中との説明が
なされ、その旨、ミニッ
ツに記載した。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
  (イ) 予算 ・これまでプロジェクトに必要な予算は問

題なく、確保されてきている。 
・左記実績および上記組織
運営の変更を踏まえた
現状を確認し、ミニッツ
に添付した。 

 

・実績および2000年度計画
を入手し、ミニッツに添
付した。 

・1999年12月時点でのカウンターパートの
配置状況は以下のとおり。 
Administrativeカウンターパート 
Technical カウンターパート 
材料試験分野  
非破壊試験分野  

Supporting Staff  
Technician  
Skilled Worker  

Administrative Staff  

3名 
12名 
5名 
7名 
4名 
2名 
2名 
1名 

  (ウ) 人員配置    

・現在までに技術カウンターパート２名お
よびアドミカウンターパート１名が離職
しており、CIDESIの人材育成に関係した
モチベーションの低下がプロジェクトに
より指摘されている。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・カウンターパート配置の
現状および計画につい
て確認し、ミニッツに添
付する。  

 
 
 
 
 
 
・左記現状を確認し、具体
的な対策について検討
し、要すればミニッツに
記載する。 

 
 
 
 
 
 
 

・カウンターパートの配置
表を取りまとめ、ミニッ
ツに添付した。 

 
 
 
 
 
 
 
・現在欠員となっている材
料試験ラボの２名のカウ
ンターパートを巡回指導
が開始される前に補充
するよう、また、そのう
ち1名は現在需要が高ま
っている電子顕微鏡を
用いた試験に対応する
ため金属組織ラボに配
置するようCIDESI側に
申し入れ、CIDESI側の同
意を得、ミニッツに記載
した。 
また、職員のモチベーシ
ョンに関しては、上述の
とおり、職員のインセン
ティブの公平性を保つ
ための評価体系を検討
しているとの説明がな
された。 

 
(2) 技術協力計画の進捗 
状況 

 ア TCP、ATCPの見
直し、作成 

 
 
・上記１(2)イ、エのとおり。  
 

 
 
・上記１(2)イ、エのとおり。 
 

 
 
・上記 1(2)イ、エのとおり
見直し・作成し、ミニッ
ツに添付した。 

 
 イ 技術移転達成度

の評価 
・日本人専門家チームによる達成度評価表
が作成されている。 

・PDMの指標に沿って、各成果の達成状況
がプロジェクトによりまとめられている。 

 
 
 
 

・左記のフォーマットの適
用およびレベル設定につ
いて、メキシコ側と協議
し、結果をミニッツに添
付する。 

・各成果の達成状況を確認 
し、結果をミニッツに記
載する。 

 
 

・左記について協議し、結
果をミニッツに添付した。 

 
 
・現時点までの成果(データ)
を収集し、諸表に整理し、
ミニッツに添付した。 
各諸表を分析した結果、
試験ラボにおけるカウン
ターパートへ の技術移転
は順調に実施され、着実
に成果をあげつつあるこ
とが確認された。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 

(3) 評価５項目による
中間評価の実施 

・現地サイドの主導により定期モニタリン
グ・評価が実施されており、評価５項目
の視点による分析がなされている。 

・プロジェクトの進捗状況
および 4プロジェクト運
営上の特記事項・課題な
どを踏まえ、左記内容を
確認し、ミニッツに記載
する。 

・上記 2(2)イ技術移転達成
度の評価を踏まえ、左記
内容を整理し、ミニッツ
に添付した。 

・まとめとして、前半期に
おいては、プロジェクト 
活動は計画どおり実施
され、試験ラボにおける
カウンターパートへの
技術移転については、達
成できたと評価できる。
すなわち、各ラボにおけ
る試験用機材は計画ど
おり設置され、稼働して
おり、メンテナンス契約
などにより適切に維持
管理されている。対外的
な技術サービスとして、
カウンターパート は
1999年までに企業およ
び研究教育機関の技術
者を対象に、６の研修コ
ースならびに10の技術
セミナーを実施し、講師
としての経験も蓄積し
てきている｡ 
また、新たに20の試験項
目に対応することが可能
になり、試験サンプル数
も大きく増加している。
これらのことからカウン
ターパートは、移転され
た技術を用い、企業や研
究教育機関に普及してい
くための基本的知識・技
術を身につけたといえる｡ 

・後半期においても、これ
らの技術支援活動は、
カウンターパートにより
主体的に継続されていく
必要があり、シニアレベ
ルのスタッフから若いス
タッフへの内部教育が継
続的になされる必要があ
る。他方､今後は､特に材
料試験の分野において、
中小企業に対する巡回指
導を行えるよう、企業に
対するコンサルティング
能力をOJTを通じて強化
していくことが重要であ
ることが確認された。ま
た、非破壊検査について
は、当初 2000 年度までの
継続的な技術移転を計画
していたが、渦流探傷試
験を除きほぼ所定の試
験、および企業に対する
技術指導を実施できるよ
うになったと評価できる
ことから、2000 年度以降
はカウンターパート研
修と短期専門家による
補完的指導を行うことを
確認した。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
３ 今後の投入計画の
策定 

 ・メキシコ側に対し、投入
計画の人数、金額などに
ついては、最終的には今
次調査の結果を踏まえ、
予算の範囲内で確定する
旨、説明し、理解を得る
とともに計画案を協議
し、結果をミニッツに記
載する。 

 

・左記のとおり説明し、理
解を得るとともに、以下
のとおり2000年度までの
投入計画を検討した。 

(ア) 専門家派遣 
  a 長期 

・チーフアドバイザー 
千坂 平通(1998/7/10-2000/1/29)  
加藤  進(2000/1/10-2002/1/31) 
・業務調整 
遠藤 又一(1998/2/19-2002/1/31) 
・材料試験・プレス加工 
  平坂 正人(2000 年 5 月-2002/1/31) 

・左記について、巡回指導
の実施体制の検討を踏ま
え、メキシコ側と協議し、
結果をミニッツに記載す
る。 

・ 巡回指導の実施体制につ
いては、下記４(3)のと
おり。 
左記の内容を協議・確認
し、ミニッツに記載した。 

 長期専門家が帰国する材料試験(化学分析)、非
破壊検査分野については、今後カウンターパー
ト研修および短期専門家で対応する予定｡ 

  

  b 短期 (1999 年度計画) 
・非破壊検査最新技術 
池田 誠克(2000/1/24-2000/3/8) 
・非破壊検査自主基準の制定 
  未定(時期未定) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2000 年度計画) 
2000年度実行計画としてプロジェクトによ
り以下の内容の派遣計画が作成されている｡ 
・蛍光X線分析（2000年６月、１カ月） 
・渦流探傷検査  
 （2000年５月、1.5カ月）  
・破壊力学（2000年８月、１カ月） 
・最新溶接技術の応用  
 （2000年６月、３カ月）  
・生産技術（2000年９月、３カ月） 
・LPGタンクローリー使用中検査自主基準
の制定（2000年９月、３カ月） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・左記内容で準備中であるこ
とを確認し、分野・期間に
ついてミニッツに記載する。 
・非破壊検査自主基準の制
定については、その必要
性を確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・中小企業に対する巡回指
導の指導計画も踏まえ、 
2000年度短期専門家派遣
計画を協議し、案として
ミニッツに記載する。 

 

 
・左記について確認し、ミ
ニッツに記載した。 

 
・非破壊検査自主基準の制
定については、将来的な自
主基準整備によるCIDESI
の競争力向上を目的として､
CIDESI側から強い要望が
あったものだが、人選を
早急に進める必要がある
ことから詳細なTORにつ
いて、専門家チームおよび
CIDESI側で検討すると
ともに派遣時期・期間に
ついて国内委員会事務局
と調整するよう依頼した｡ 

 
・左記について、協議し以
下の案をミニッツに記載
した。 
生産技術については、指
導分野を明確にするため
に分野名をプレス加工・
プレス機械とした。 

・蛍光X線分析 
(2000年６月、１カ月） 

・渦流探傷検査 
(2000年６月、３カ月） 

・破壊力学 
(2000年８月、３週間） 

・溶接技術の応用 
(2001年１月、２カ月） 

・プレス加工・プレス 
(2000年９月、３カ月) 

・LPGタンクローリー使用
中検査自主基準の制定 
(派遣時期・期間について
は、1999年度に派遣され
る非破壊検査自主基準の
制定の短期専門家の指導
結果を踏まえ、検討する
こととした｡) 
上記を踏まえ、提出済み
の1999年度リーダー会議
資料をアップデートし、
提出するよう専門家チー
ムに依頼した。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
(イ) 研修員受入れ 
 
 

(2000 年度計画) 
以下の要望調査表がプロジェクトにより提
出されている。  
・金属材料組織試験技術  
  （2000年10月ごろ）  
・化学分析  
  （2000年10月ごろ）  
・非破壊検査技術  
  （2000年10月ごろ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・要望調査表の内容を確認
する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・CIDESI側の、カウンター
パート研修に関する優
先順位の変更があり、こ
れについて協議し、作成
した以下の案をミニッ
ツに記載した。 

・金属材料組織試験技術 
(2000年9月、1.5カ月） 

・非破壊検査 
(渦流探傷検査) 
(2000年9月、1.5カ月） 

・非破壊検査 
(目視検査) 
(2000年9月、1.5カ月) 
上記を踏まえ、提出済み
の1999年度リーダー会議
資料をアップデートし、
提出するよう専門家チー
ムに依頼した。 

 
(ウ) 機材供与    (1999 年度計画)  

プロジェクトから以下の内容の申請がなさ
れている。 
現在、機材の実施計画書を外務省に提出し
た段階であり、その後の購送手続きを早急
に進める必要がある。 
 
・万能試験機用伸び計 
・試験材カッター 
・金／プラチナ合金坩堝 
・超音波探傷試験器 
・映写幕 
・非破壊検査機器搭載用車両 
 
(2000 年度計画)  
予定なし。  
 
 
 
 

 
・左記内容で実施する方向  
で準備中であることを伝
え、ミニッツに記載する。 
 
 
 

 
・左記を確認し、ミニッツ
に記載した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・CIDESI側から、以下の追
加の機材供与の打診が
あり、機材リストをミニ
ッツに添付した。 
これに対し、プロジェク
トの自立発展性を考慮
して、今後は、スペアパ
ーツを含めCIDESI側が
調達可能な機材につい
てはCIDESI側により購
入されるべきであるこ
とを説明し、一方、プロ
ジェクトの活動に必要
であり、かつ、CIDESI側
による購入が困難であ
る場合には、まず、専門
家チームと協議したう
えで、専門家が必要と判
断する場合には、供与の
可能性を検討していきた
い旨、説明し、その旨、
ミニッツに記載し、持ち
帰り検討することとした｡ 
・携帯磁粉探傷試験装置 
・内視鏡 
・立体顕微鏡 
・真空乾燥機 
・加熱炉 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
４ プロジェクト運営

上の特記事項およ
び今後の課題など 
(1) プロジェクト支

援委員会（合同
調整委員会小
委員会） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・1999年９月にプロジェクト支援委員会設
立会議が開催され、右委員会を設立する
とともに、規約を確認した。 
  同委員会はプロジェクト活動に関する意
見交換、プロジェクト活動・成果の広報、
産官学の連携を図るために必要な活動へ
の助言などを行う。 

 
 
 
 
 

 
 
 
・左記委員会の開催状況・
内容を確認する。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
・CIDESI側より、第２回 
プロジェクト支援委員
会は2000年２月に開催
予定との説明があり、開
催後は、その内容を日本
側に報告するよう依頼
し、同意を得、ミニッツ
に記載した。 
また、同委員会のメンバ
ーリストをミニッツに
添付した。 

 
(2) CIDESIの組織運 

    営方針の変更   
・上記2(1)イのとおり、CIDESIは2000年度
より独立採算的組織運営を行うべく、財
務計画および組織改革計画を策定してお
り、そのねらいは、政府補助金の減額分
を自己収入の増大で補なおうとするもの
である。 
これにより、所期の自己収入の増大が達
成されない場合の事業規模縮小、売上げ
追求に伴う公共試験機関としての使命の
喪失、コスト削減による提供サービスの
品質低下などが懸念される旨、プロジェ
クトから報告を受けている。 
また、独立採算的組織運営に伴い出来高
報酬制度の導入などの給与体系改革が実
施される予定であるが、プロジェクトカ
ウンターパートは売上げ増加に寄与する
機会が少ないことから、他の職員との給
与格差が生じることが考えられ、モチベ
ーションの低下につながることが懸念さ
れるとの報告を受けている。 
 

・左記現状を確認し、具体 
的な対策について検討
し、必要に応じて、ミニ
ッツに記載する。 
 

・上記 2(1)イのとおり。 
 
 
 

(3) 中小企業に対す
る技術支援体制
の確立 

 

・これまでに材料試験、非破壊検査分野に
おける技術移転はほぼ終了したと考えら
れ、今後は中小企業に対する巡回指導を
積極的に行っていく必要があるが、対象
企業候補３社と交渉しているものの進捗
がはかばかしくないとの報告を受けてい
る。対象企業が抱える問題を包括的に解
決できる能力を持つ人材の育成が急務と
なっている。  

 
 
 

・対象企業選定の考え方、
巡回指導における指導分
野・方法、カウンターパ
ートの育成目標につい
て、専門家チームおよび
メキシコ側と協議し、必
要に応じて結果をミニ
ッツに記載する。 
また、開発調査「要素技
術移転調査」の対象とな
った部門との連携のあ
り方についてメキシコ
側及び専門家チームと
意見交換を行う。 

 

・中間評価の結果として、
プロジェクト目標達成の
ためには、今後中小企業
への巡回指導における
OJTが重要であることが
指摘され、そのコンセプ
ト・内容を協議し、結果
をミニッツに記載した。 
〔内容については、第７
調査概要２今後の協力
計画の作成(1)中小企業
への巡回指導体制参照〕 

 

(4) CIDESIの人材育 
    成計画 

・上記2(1)イ(ウ)のとおり、プロジェクト
よりCIDESIの人材育成計画に関し懸念が  
あるとの指摘がなされている。 

・左記について専門家チー
ムに確認するとともに、
必要があれば、メキシコ
側に対し適切な措置を
講じるよう申し入れを行
う。 

・専門家チームからは、メ
キシコにおいては、人材
育成計画を作成し、それ
にのっとって人材を育成
するというやり方はなじ
まないであろうとの意見
があった。 
調査団としては、上述の
CIDESIが検討している職
員の公正な評価体系を含
め、人材確保のための人
事施策を引き続きフォロ
ーすることとした。 
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調査項目 現状および問題点 対処方針 調査・協議結果 
(5) 合同調整委員会  ・合同調整委員会を本調査

団のミニッツ署名・交換
に合わせて開催する。 

・１月24日にJICAメキシコ
事務所で合同調整委員
会を開催し、ミニッツ署
名・交換を行った。 

 
(6) ケレタロ周辺の治
安状況 

・プロジェクト周辺における治安状況の悪
化が懸念されており、専門家に対する警
備員の傭上などの措置を講じている。 

・左記現状を聴取するとと
もに、メキシコ側に対し、 
引き続き必要な措置をと
るよう申し入れる。 

 
 
 
 
 

・専門家チームより、1999
年の後半にかけて、
CIDESI周辺に不審者が
目撃されるなど、治安状
況の悪化が懸念されて
いたが、最近はそのよう
な状況ではなくなった
旨、聴取した。これに対
し、引き続き安全管理に
は留意するよう依頼した。 
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第４章 調査団所見 
 
(1) 今次調査において、評価５項目を用いて行った中間評価結果の要約および今後半期の活動に

おける留意点は次のとおりである。 

  1) 前半期の技術移転進捗状況 

 前半期においては、プロジェクト活動は計画どおり実施され、試験ラボにおけるカウンタ

ーパートへの技術移転については、達成できたと評価できる。すなわち、各ラボにおける試

験用機材は計画どおり設置・稼働されており、メンテナンス契約などを通じ適切に維持管理

されている。対外的な技術サービスとして、カウンターパートは1999年までに企業および研

究教育機関の技術者を対象に、６つの研修コースならびに10の技術セミナーを実施し、講師

としての経験も蓄積してきている。また、新たに20の試験項目に対応することが可能になり、

試験サンプル数も大きく増加している。これらのことから、カウンターパートは、移転され

た技術を用い、企業、教育研究機関に普及していくための基本的知識と技術を身につけたと

いえる。 

  2) 後半期の技術移転活動 

 後半期においても、これらの技術支援活動は、今後もカウンターパートにより主体的に継

続されていく必要があり、シニアレベルのスタッフから若いスタッフへの内部教育について、

継続的に実施される必要がある。他方、今後は、特に材料試験の分野において、中小企業に

おける巡回指導を行えるよう、企業に対する技術コンサルティング能力を、OJTを通じて強

化していくことが重要であることが確認された。また、非破壊検査については、当初2000年

度までの継続的な技術移転を計画していたが、渦流探傷試験を除きほぼ所定の試験および企

業に対する技術指導を実施できるようになったと評価できることから、2000年度以降は、カ

ウンターパート研修と短期専門家による補完的指導を行うことを確認した。 

  3) 後半期の活動における留意点 

  ① 上記 1) に述べた巡回指導については、材料試験ラボ（機械試験、金属組織、化学分析）

のカウンターパートに対するOJTを行うことが主たる目的ではあるが、対象となるモデル

企業に対し技術的改善をもたらすことも必要である。CIDESI側からは、プレス加工のみな

らず、溶接、熱処理、機械加工、鋳造などの分野で技術的課題を抱える中小企業も多いと

して、より幅広い分野での企業指導を要望するとの意見が出されたが、あくまで教育の場

としての対象業種はできるだけプレス加工に絞り込むことで合意し、必要に応じ、溶接分

野は2000年度の短期専門家により、また、熱処理に関しては2000年度派遣予定の長期専門

家から助言を行うこと、鋳造技術に関しては、サンルイスポトシ市で実施中の鋳造技術ミ

ニプロと連携し、必要に応じ、同鋳造専門家からの技術的助言を得るなど、企業の技術課
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題に対応する体制をとっていく必要があることを確認した。 

  ② CIDESI内体制としても、すでに要素技術移転計画調査を通じ、企業指導経験を得た製造

部門（現プレスおよび金属加工ユニット）との合同チームを組むことを確認したところで

ある。 

  ③ 日本側の技術支援体制として、後半期は、材料試験分野担当の長期専門家を軸として、

プレス加工などの短期専門家の適切な人選を行うことが極めて重要となる。 

  4) 現地主導モニタリングの継続 

 今次の中間評価で整理した各指標データについては、終了時評価に向けて、今後とも四半

期ごとのモニタリングにおいてアップデートし、成果の達成度を確認するとともに、今後展

開される中小企業向け巡回指導等の活動成果などの実績を追加整理していくことをプロジ

ェクトチームに重ねてお願いしたい。 

 

(2) CIDESI 

  1) 法的組織改編 

 CIDESIは、従来より、自己収入と政府予算の潤沢な確保により、適切な組織運営管理が行

われてきたところであるが、上記のとおり、1999年５月より、大統領令をもって「公共分権

機関」としてのステイタスを確立し、財政上、権限上の自治権の拡大を得た。このことは、

自己収入の活用をより柔軟にするとともに、職員のインセンティブ体系を導入することが可

能となり、また、他の教育研究機関等との協力事業などの実施促進についても期待し得る。

1999年にはCIDESIの上部機関であるCONACYTの予算を用いて、管理職以上の職員につき、

40％の給与引上げが実施されたところであり、組織体制としても、企業や他の教育研究機関

の抱える技術的課題に効果的かつ横断的に対応するためのBusiness Unit制が導入されたとこ

ろである。 

 他方、上記施策により、収益増の見込み得る大企業支援活動への偏向や、自己収入増への

寄与が異なるBusiness Unit間でどのように職員のインセンティブの公平性を保つかといった

点が懸念されるが、外務省でのKick-off Meetingの席上およびCIDESIでの協議の席上において

は、中小企業支援の重要性は変わらないことが強調され、また、後者については、CIDESI内

部に各Business Unitからの代表を集めた技術委員会を設置し、収入貢献度７割、学問的優秀

さ１割、後進の育成１割、業務の質１割の割合で評価したうえで、最低賃金の12カ月分まで

の追加手当てを検討するなど、職員の評価体系を検討中とのことである。 

 CIDESIにおいてこれらの組織上、人事政策上の変更はまだ緒に就いたばかりであり、今後

CIDESIが、上記の民主的な評価システムを含めて、優秀な人材の確保に努めつつ、中小企業

支援という公的機能を損なうことなく、効率的かつ持続的な事業の展開が行えるかどうか、



－29－

本プロジェクトの活動を通じ、引き続き注視していく必要があろう。また、本プロジェクト

の現地における支援委員会が1999年９月に設置されたが、メンバーの一人として国家融資機

関（Nacional Financiera:NAFIN）が参加しており、CIDESIが中小企業に対して行う技術支援

活動への財政補助を実現すべく、後半期の企業巡回指導においては、こうした融資機関との

連携強化を検討することが重要となろう。 

 

  2) 新規事業展望 

 CIDESIは、従来の製造部門をプレスおよび金属加工ユニットに改編し、プレス金型の設計

と改造・試作品製作を主たる事業として展開することを計画している。CIDESIは、1997年度

より実施された「要素技術移転計画調査」における指導を通じ、中小企業向けのプレス金型

の改造・製作に着手したところであるが、1999年には、ドイツAGIE社製のワイヤカット放電

加工機および韓国HYUNDAI社製のマシニングセンターを自己資金により調達し、事業の新規

展開を図っている。これまで中小企業からの依頼に対し、10品目ほどの自動車部品などの金

型を製作したとのことである。従来、部品製造にあたっては、アセンブラーから金型を提供

されることがほとんどであり、場合によっては、下請け企業に対し、金型の国内調達を含め

た下請け契約が行われる場合もあるが、メキシコにおいて精度の高い金型を製作できる機関

はなく、メキシコ国内における金型産業育成は今後の重要な課題となろう。このため、CIDESI

が金型試作品製作に取り組むことについては、産業界の需要に基づく妥当な展望といえる。

一方で、プレス加工担当者は２名程度と同ユニットの人的資源も現在のところまだ限られて

おり、視察先企業での聞き取りにおいて、CIDESI製作金型のデリバリーの遅さについての言

及があったこともあり、設備上、技術上、人的配置上、CIDESIが金型試作品製作に取り組む

において、まだ多くの課題を抱えている。 

 なお、CIDESIからは、プレス金型技術に関する2000年度プロジェクト方式技術協力要請に

関し、改めて早期の採択要望があったため、本調査団から現行のプロジェクトが成功裏に終

了し、自立的な発展がなされることを見届けたうえで新規案件の検討を行うことが妥当であ

るとの考え方を示しておいた。 

 

 今回の調査において、CIDESIにおいては、ラミレス所長よりJICA協力に対する感謝の念が

何度も表明されたほか、ノゲラ技術管理部長、ホエール技術ユニット部長らの誠実な対応を

得て、中間評価のための指標データの整理が行えたことを特記しておく。また、プロジェク

ト専門家チームからは、新旧リーダー、調整員をはじめ、連日にわたり調査団に対し適切な

情報と支援を得られたことについても改めて感謝したい。 
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２．調査団員報告（技術移転計画） 
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高圧ガス保安協会 

斎藤  司 

 

メキシコ合衆国ケレタロ州産業技術センター事業巡回指導調査所感 

 

１．技術移転状況 

 事業開始後２年を経過し、研究室における材料試験（化学分析、金属組織、機械試験）及び

非破壊検査に係る技術の移転は、材料試験では蛍光Ｘ線分析、非破壊検査では渦流探傷試験を

残しほぼ完了している。 

 また、専門家とCPによる中小企業への巡回指導、セミナー・研修の開催、専門家の指導によ

るCPの各種資格取得など技術力の向上は目覚ましく、また、機材の供与による検査精度の向上、

試験結果の信頼性の向上もあり、依頼試験、検査が増加している。 

 このような結果の理由として次の点をあげることができる。 

(1) 研究室内の技術移転に止まらず、専門家がモデル企業を舞台としてCPにOJTで指導したこ

とにより、依頼試験の問題点を体得できた。 

(2) 専門家、CPが一体となって研修コース、技術セミナーを開催し、講師を行うことで技術力

向上の刺激になった。 

(3) 産官学による支援委員会の設立により、CIDESIの技術力をアピールする機会に恵まれた。 

(4) 機材の供与により、新技術修得に対する努力があり、試験、検査の項目の増加、精度の向

上に繋がった。 

(5) 技術協力計画表により技術移転状況を常に把握できた。 

(6) CIDESIが人材確保に努め、また技術系職員に対する給与を見直し、昇級を行った。 

 

２．今後の課題 

(1) CIDESIは1999年５月から公共分権機関へ法的組織形態が変更されたことにより、自己収入

の増加を図ることが求められることになったが、技術系職員へのインセンティブの導入、技

術的課題に対する効果的な対応のための組織の見直し等その努力は一応評価できる。しかし、

収益増の見込まれる大企業に偏向することなく、この事業の目的である中小企業支援を今後

も継続できるか見守っていく必要がある。 

(2) 試験、検査の増加が見込まれ、収益増を図るためCPが多忙となることで、派遣する専門家

の指導を十分に受けられるか懸念されるところである。 

(3) 異国の中小企業の実態を考えると、自動車産業に係る部品製造企業が30％を占めることか

ら、今後プレス加工を事業の中心に据えることは妥当と思われる。CIDESI全体の技術力の向
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上を図るためには、開発調査で育成したプレス・金属加工の部門と協力体制を敷き、合同で

巡回指導を行うことが期待される。 

(4) 異国の企業は今まで米国の規格を基に非破壊検査を行っていたが、CIDESIの技術力向上と

CPの検査への自信を背景に独自の基準を作成することを検討している。今後CIDESIが他の機

関との差別化を図る上で期待される。 



 

 

 

 

 

 

 

３．カウンターパートインタビュー結果 
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１．Estela Gonzalez Caballero (Engineer of Chemical Analysis) 

Ｑ．専門家の指導方法等は適切であったか？ 

Ａ．以前は長期専門家が書類を作成する時間が多く、あまり指導を受けられなかった。現在は、

自分の方が企業からの依頼が増えたため指導を受ける機会が少ない。 

 坂尾専門家は派遣期間が短かったので、ほとんど何もできずに帰られた。 

 永本専門家は日本で習ったことをここにあるもので再現され良かった。 

Ｑ．自分としては十分な技術を修得できたと思うか？ 

Ａ．新しい技術を含め修得できた。おかげで仕事も増えた。 

Ｑ．日本での研修は有益であったか？ 

Ａ．日本の研修では情報を持ち帰るだけであった。ここでの指導の方が有益であった。日本研

修で受けたものはここでは生かせない。例えば蛍光Ｘ線は日本で学んだかここでは生かせな

い。 

Ｑ．CIDESIでは再度日本での研修を望んでいるようだがあなたは行きたいか。 

Ａ．日本へは誰でも行きたいのではないか。 

Ｑ．技術力が向上したことで待遇面で変わったか。 

Ａ．昨年６月に給与が上がった。 

 

２．Carlos Ramirez Baltazar (Engineer of Metallography) 

Ｑ．専門家の指導方法等は適切であったか？ 

Ａ．菅野専門家は電子顕微鏡の使用法、試験材の作成等を知っていたので良かったが、ここの

ニーズから考えると顕微鏡の専門家ではなかった。その点、藤谷専門家は両方を知っていた

ので良かった。教わるべきことは十分教わった。また、塚原専門家がここのニーズを聞いて

短期専門家のスケジュールを立てたことが良かった。 

Ｑ．自分としては十分な技術を修得できたと思うか？ 

Ａ．自分としては十分修得できたと思う。 

Ｑ．今後、企業の指導を１人で行うことはできるか？ 

Ａ．現在、専門家と一緒に行っているが、１人で行うには経験が必要だ。また、技術サービス

の分野が広がったので時間がかかると思う。 

Ｑ．日本での研修の感想はどうか？ 

Ａ．グループ研修、個人研修で２回行ったが研修に関する説明は短くし、企業研修、見学に時

間をもっと割いてほしい。 

Ｑ．その他何か意見、要望はあるか？ 

Ａ．プロジェクトが進むと色々なニーズが出てくる。サンルイスポトシに鋳物の専門家が来て
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いるが、技術移転できないかと思う。これから中小企業への技術移転が始まるが、塚原専門

家がいなくなると難しくなる。 

 

３．Concepcion Obregon Zepeda (Engineer of Mechanical Test) 

Ｑ．専門家の指導方法等は適切であったか？ 

Ａ．最初コミュニケーションの問題があったが、長期、短期の専門家とも指導は適切であった。 

Ｑ．自分としては十分な技術を修得できたと思うか？ 

Ａ．知識は自分なりに向上したと思う。 

Ｑ．日本での研修の感想はどうか？ 

Ａ．計画されたテーマはすべて行うことができた。試験を行うための準備が勉強になった。こ

こでは難しいが行っていきたい。 

Ｑ．再度、日本で研修を受けるとしたら何を行いたいか？ 

Ａ．別のテーマであれば何でも良い。 

Ｑ．今後、企業の指導を１人で行うことはできるか？ 

Ａ．現在もその方向で行っているが、まだ足りないものがある。最初はチームでやっていくと

思うが、将来は１人でやっていけると思う。 

Ｑ．その他何か意見、要望はあるか？ 

Ａ．在職年数は長いが、最初化学分析をやっていた。機械試験に変わり独学でやっていたが、

専門家の指導で自信がついた。このプロジェクトはプログラム化され継続されているので、

レベルアップはできた。要望としてはメタルフォーミングを身につけたい。 

 

４．Mauricio Tello Rico (Engineer of NDT) 

Ｑ．専門家の指導方法等は適切であったか？ 

Ａ．秋山専門家にはOJTで非常によい経験をさせてもらった。圧力容器については、以前は検

査だけであったが設計、製造、検査すべてを教わった。 

 河島専門家の渦流探傷試験は新技術なので勉強になった。 

 佐々木専門家は機械試験の専門家であったが学ぶことが多く、チタンの専門家でもあり大

変参考になった。 

Ｑ．自分としては十分な技術を修得できたと思うか？ 

Ａ．十分できた。 

Ｑ．日本での研修の感想はどうか？ 

Ａ．非破壊検査ではなく溶接で研修を受けたが、非常に役立っている。 

Ｑ．技術力の高い米国が近くにあるのに遠い日本で研修を受ける必要はあると思うか？ 
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Ａ．米国の場合は具体的に何を知りたいかということでなければならないが、日本の場合は

広く学ぶことができるので良いし、日本固有の技術が見られる。ただ、日本で足りないと

思うのは、技術はＪＩＳ基準で習うが世界的な基準の方が良いと思う。

Ｑ．今後、企業の指導を１人で行うことはできるか？

Ａ．非破壊検査ではレベルⅢに達しているが、まだ現場での経験が足りないと思う。

Ｑ．その他何か意見、要望はあるか？

Ａ．特にない。

５．Jose Nunez Alcocer (Engineer of NDT)

Ｑ．専門家の指導方法等は適切であったか？

Ａ．秋山専門家は大変よく指導してくれた。試験のための勉強、OJTの教え方も良かった。

　河島専門家の渦流探傷試験であったが、新技術なので時間が足りなかった。

　塚原専門家は表面的な指導であり、もっと準備が必要と思う。

Ｑ．自分としては十分な技術を修得できたと思うか？

Ａ．十分できた。

Ｑ．日本でグループ研修を受けているが個別指導を受けるとしたら何を希望するか？

Ａ．ビジュアル検査、渦流探傷試験、リーク試験等、メキシコで需要の高いものを学びたい。

Ｑ．今後、企業の指導を１人で行うことはできるか？

Ａ．現場作業を行いたいと思っていたので、問題はないと思う。

Ｑ．その他何か意見、要望はあるか？

Ａ．非破壊検査ではまだ知らない検査方法があると思うので、それらを学びたい。

６．Joel Chaparro Gonzalez (Chief of NDT Division)

Ｑ．専門家の指導方法等は適切であったか？

Ａ．秋山専門家とは非破壊検査で接しているが、知識、能力ともすごい。どんな困難な所へ

も行くし、簡単な方法で知識を伝達する。NDTの認定試験で体験を生かすことができ皆に

自信がついた。

　河島専門家の場合は、非破壊検査の者は外に出ることが多いためブロック別に指導を受

けたが、時間が短かった。

　佐々木専門家は機械試験の担当であったが、溶接部門でかなり役立った。菅野専門家か

らも多くを学んだ。

　他の研究室の専門家のことはよく知らないが、私達が企業に対して行うサービスに参加

してほしいと思う。
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Ｑ．自分としては十分な技術を修得できたと思うか？ 

Ａ．十分できた。 

Ｑ．日本での研修をどう思うか。 

Ａ．自分はグループ研修を５ヵ月受けた。部下の研修を優先させてほしいと思う。自分が受け

るとしたら、リーダーのためのコースがあると聞いているので管理者コースに参加したい。

日本のビジネスのやり方、下請け管理とかを学びたい。 

Ｑ．今後、企業の指導を１人で行うことはできるか？ 

Ａ．大学で講師をやっていたので十分できる。 

Ｑ．その他何か意見、要望はあるか？ 

Ａ．日本では大学を出なくとも能力があれば出世できると聞いている。スキルワーカーの中に

も優秀な者がいるので研修を受けられるようにしてほしい。 

 非破壊検査部門の在職年数は、平均８年である。辞めないようにJICAから言って欲しい。 

 CIDESIで６月に国際NDTセミナーを行うが、飛行機へのNDTの利用を日本で行っているの

でこれをテーマにしたい。講師をJICAから派遣してほしい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

４．要望機材リスト 
 









 

 

 

 

 

 

 

５．公共分権機関「産業技術開発センター」 

の設立に関する制令 (原文)(和訳) 
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＜和訳＞ 

官報（1999年５月10日）第二部 教育省 

公共分権機関（el organismo descentralizado）「産業技術開発センター」の設立に関する制令 

 

（メキシコ合衆国、大統領府の公印） 

 エルネスト・セデイージョ・ポンセ・デ・レオン、メキシコ合衆国大統領。メキシコ合衆国憲

法・第89条 １項の制定する権限を執行するにおいて、連邦組織行政法第３条１、31、34、37、

38、45、48、49項；公共機関連邦法14及び15：国家財産法第２Ⅴ項と34、Ⅵ項に基づいて以下を

考慮する。 

 

 産業技術開発センターは1984年３月９日付官報発行の大統領令によって、国内産業と国家技術

教育システム機関との関係を支援し、国の発展に必要な技術生産、調達、応用、移転及びサービ

スや製品の商業化を目的とした教育省の外局機関（el organo desconcentrado） として設立された。 

 1995～2000年国家開発プログラムは技術的資質のある公共研究機関が、各々の目的を達成する

ために、厳密な評価及び改編過程を得て強化されることを技術方針目的達成のための戦略とする。 

 上記センターが実施している活動を促進するためには、法的枠組を変更することが望ましく、

実施する作業に全資源及び努力を向けるには分権公共組織の形態が最もニーズに適合する。 

 産業技術開発センターの既存の資源、人材及び予算を有効に利用するため本法的形態を公共分

権機関に変更することにより、新しい組織構造の追加、連邦予算に対し負荷を加えることにはな

らない。 

 「経費、資金調達インターセクター委員会」は、1997年２月４日に開催された第５回通常国会

において、教育省の提案する「産業技術開発センターを公共分権機関とすること」につき承認し

たので、以下を発布する。 

 

 公共分権機関「産業技術開発センター」設立のための制令 

第１条 ケレタロ市、ケレタロ州に所在し、教育省の調整部門に所属する、産業技術開発センタ

ーという独立した法人、資産を有する分権公共センターが設立される。 

 産業技術開発センターはメキシコ合衆国内外に自由に代表事務所を設けることができる。 

第２条 産業技術開発センターは応用研究、実験開発の実施、修士／博士課程のための研究（機

会）の提供、技術移転及び改善の促進のための科学技術サービスの提供を通して生産部門の技

術近代化を支援し、産業部門とSEP-CONACYT枠内の国立教育システムのつながりを促進する

ことを目的とする。 

第３条 目的を達成するため、産業技術開発センターは以下の機能を持つこととする。 
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 Ⅰ 国家教育システムに所属する機関と産業部門との関係を支援すること。 

 Ⅱ 産業部門近代化に役立つ技術研究開発活動を実施すること。 

 Ⅲ 他機関が関心を有する応用研究及び特別教育プロジェクトを開発し、協定に基づいてそれ

らを実施すること。 

 Ⅳ 目的に関係した部門において修士／博士課程の研究（機会）を提供し、独自の研究計画や

プログラムを開発・応用し、該当する卒業証書、称号、学位を授与すること。 

 Ⅴ デザイン、品質管理・保証、規格化、工程技術、技術同化、ラボ、コンピューター等特別

部門のサービスや技術的助言を提供すること。 

第11条 センター所長は公共機関連邦法に定められた権限以外に以下の権限を有する。 

 Ⅰ センターの技術的構造・プロモーション、及びそれらの変更等に関する情報を管理委員会

に報告すること。 

 Ⅱ 労働法に基づいてセンター職員に提供しなければならない手当や資格について管理委員会

に提案し、 

 Ⅲ センターの教育計画・プログラム等につき、管理委員会の承認を得る。当組織の法的代理

人を所長とし、公共機関連邦法に定められた制約を除き、全ての権限を持つとする。また総

体及び特別代理権を適用しうる法律条件に基づいて権利を委任することができる。 

第12条 センターの監視機関は執行委員と代行人とし、会計監査・行政開発省によって指名され、

公共機関連邦法第60条、法規29、30及びその他適用しうる処置に定められた職権の責任を担う

ものとする。 

第13条 産業技術開発センターは組織の一環として内部管理機関を持つこととする。名義人は連

邦行政法の第37条ⅩⅡ項に基づいて指示された職権の執行に当って、同項で指名された監査、

クレーム・責任部門の名義人の補助を受ける。 

 上記公務員は、各々該当する部門において連邦行政法、公務員の責任連邦法、公共機関連邦

法やその他の該当する規定に設定された職権を会計監査・行政開発省内規第28条Ⅲ・Ⅳ項に基

づいて執行することとする。 

 センターは、該当する各内部会計監査ユニットの責任者に対し、その業務実施に当たり必要

な人材及び材料を提供することとする。同様に、センターに働く公務員は内部会計監査ユニッ

トの責任者が業務を実施する中で必要な支援を提供する義務がある。 

第14条 産業技術開発センターは同センターの職員に対し、知識、生産性、責任感と安全性を高

める目的で技術指導や専門研修を促進することとする。 

第15条 公共分権機関・産業技術開発センターの労働関係は憲法及び法規の第123条別項Ｂに従う

ものとする。 
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暫定事項 

第１ 当制令は官報発行の翌日から有効とする。 

第２ これを以て1984年３月９日付官報発表の外局機関としての産業技術開発センター設立の制

令は廃棄され、1994年３月26日付官報にて公布された教育省内規第２条、43条における上記

センターを教育省の地方機関と称する部分も改定される。 

第３ 現在産業技術開発センターが利用している連邦政府所有の不動産を教育省から撤収し、連

邦政府に代わり、会計監査・行政管理省が本制令によって分権化された機関の資産とするべ

く、譲与することを許可する。 

第４ 産業技術開発センターは本制令が発効してから90日以内に、法人団体としての規約を発布

する義務がある。 

第５ 労働者の権利を法律に基づいて尊重することとする。 

第６ 手続き中、または未解決の事項は、全て本制令によって設立された公共分権機関が完結す

ることとする。 

 

 1999年５月４日、メキシコ特別連邦区、連邦大統領官邸において 

エルネスト・セデイージョ・ポンセ・デ・レオン、メキシコ合衆国大統領署名、大蔵大臣署名、

商・工大臣署名、会計監査・行政開発大臣署名、教育大臣署名 
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